
○がん対策基本法は「がん患者の意向を十分尊重したがん医療
提供体制の整備」を理念とし、がん対策推進基本計画に「すべ
てのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質
の維持向上」を目標としている。 

○このことから、いつでも、どこでも、切れ目のない質の高い緩和
ケアを受けられることが大切である。 

○痛みを伴う末期状態のがん患者が希望する療養場所は、自宅
が６３％となっている。 

     
   病院での治療を終え、がん患者自身が住み慣れた地域（自
宅）での療養生活を希望する等のニーズに応じた医療を提供す
るため、がん診療連携拠点病院と地域の診療機関が連携し、切
れ目のない質の高い緩和ケアを提供できる体制整備を図る必
要がある。 

 
 

 

○社会保障・税一体改革成案（平成23年7月1日閣議報告）において、医療・介護等の個別分野における改革項目として、地域の実
情に応じたサービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化を図ることとされており、在宅医療の充実等もその一つとされている
ことから、住み慣れた場で、安心して自分らしい生活を実現できる社会を目指す。 

○がん対策推進基本計画では「すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上」を目標とされて
おり、がん診療に携わる医療関係者に緩和ケアの研修等を実施してきたが、いつでも、どこでも、切れ目のない質の高い緩和ケア
を受けられることが大切であることから、がん患者に対し地域連携に基づく在宅緩和ケアを推進し、住み慣れた場で、患者の希望
に応じた緩和ケアの提供体制を構築する。 

 
 

 
 がん診療連携拠点病院において都道府県と連携し、二次医療圏内の在宅療養支援診療所の協力リスト

を作成し、医療圏内の在宅緩和ケアを専門とする医師等と協力し、在宅療養支援診療所の医師に対し、が
ん緩和ケアに関する知識と技術の研修を行う在宅緩和ケア地域連携体制を構築 
 
 

 
 
○医療圏内の在宅療養支援診療所リストの
作成 
○がん緩和ケア研修の実施 等 
 

がん診療連携拠点病院 
（地域がん診療連携拠点病院

３０４カ所） 

在宅緩和ケアを専門とする
医師 

在宅療養を支援する診療
所 

①在宅療養支援診療所のリスト作成 

②緩和研修会や合同  カンファレ
ンスへの参加 

 
○自宅において切れ目のない質の高い緩和ケア（がん性疼痛等）の受療 

在宅がん患者 

二次医療圏 

技術的サポート 
（医療用麻薬の使

用方法等） 

②緩和研修会や合同カン
ファレンスへの参加 

在宅療養支援診療所 
平成21年度 １１，９５５カ所 

③症状緩和に係る地域
連携クリティカルパスの
運用 

要望枠として要求する理由 

事業内容 背景と課題 

 ■ 在宅緩和ケア地域連携事業 要望額  ３．６億円 



出典：平成２２年度 がん対策評価・分析事業 

緩和ケアに対するがん患者の意識 

緩和ケア病棟 

自宅 

今まで通った病院 

がんセンター 

＜希望する療養場所＞ ＜希望する看取りの場＞ 

緩和ケア病棟 

自宅 

今まで通った病院 

がんセンター 

18% 

63% 

3% 

47% 

11% 

32% 
23% 

29% 

「痛みを伴う末期状態（余命が半年以下）」の場合                 一般集団2,527人（2008年） 

9% 

・ホームドクター的、地域に根付いた医師が緩和ケアについて、ある程度の知識を持てるよう教育機関が働きかけてほしいと思う。 
・医師の緩和ケアに関する意識にばらつきがあり、外来診療でもその心を持って接してほしい。 
・医療用麻薬の適正使用や緩和ケアについて、知らない医師が多すぎる。 
・麻薬の取扱に関することや誤解は医療者の方が強いと感じる。 

死亡の場所別死亡率 

病  院     ７８．4%     ８８．9% 
 
診療所       ２．4%      ２．0% 
 
在 宅      １６．7%       ８．6% 
（内自宅）    （１２．4%）    （７．4%） 
 
その他       ２．4%      ０．4% 

全 死 亡  悪性新生物 

出典：平成21年人口動態統計 

■医療用麻薬各国消費量の比較 ＜１００万人1日あたりモルヒネ消費量換算（ｇ）＞ 

■麻薬施用者 
・麻薬施用者とは、都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のために交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者です。 
・申請資格 ：医師、歯科医師、獣医師 
・必要な書類  申請書（その他の麻薬取扱者免許申請と共通の様式です。） 申請書の下段に記載する住所と氏名は、申請者本人の現住所及び氏名となりますのでご注意ください。          

     診断書（精神障害、麻薬または覚せい剤の中毒について診断したもので、発行後１ヶ月以内のもの。）  医師、歯科医師、獣医師免許証（申請窓口での提示のみ） 

出典：国際麻薬統制委員会(INCB)報告     （国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービスより抜粋） 

 患者が希望する療養場所について（希望する療養場所は変化する） 

 日本におけるがん性疼痛治療（医療用麻薬の使用状況） 

 （参考資料）    


